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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
七
号

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
（
平
成
十
五
年
東
京

都
条
例
第
三
十
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
街
並

み
景
観
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

街
並
み
景
観
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
名
称

内
幸
町
地
区
街
並
み
景
観
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

二

街
並
み
景
観
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
対
象

と
な
る
重
点
地
区

の
名
称
、
位
置
、

区
域
及
び
面
積

内
幸
町
地
区

千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
地
内

別
図
の
と
お
り

約
六
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

三

建
築
物
の
配
置
、

形
態
及
び
外
観
等

に
関
す
る
基
準
の

概
要

㈠

風
格
あ
る
新
し
い
都
心
拠
点
の
形
成

建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度
を
二
百

三
十
メ
ー
ト
ル
程
度
と
す
る
。

㈡

日
比
谷
公
園
を
ま
ち
へ
広
げ
、
互
い

の
魅
力
を
高
め
る
景
観
の
創
出

㈢

特
性
を
活
か
し
た
魅
力
あ
る
通
り
景

観
の
形
成

ア

東
京
都
道
四
〇
九
号
日
比
谷
芝
浦

線
は
、
壁
面
後
退
距
離
を
低
層
部
で

は
二
メ
ー
ト
ル
、
高
層
部
で
は
十
メ

ー
ト
ル
と
す
る
。

イ

特
別
区
道
千
第
一
三
七
号
及
び
第

一
四
一
号
は
、
壁
面
後
退
距
離
を
低

層
部
で
は
四
メ
ー
ト
ル
、
高
層
部
で

は
六
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

ウ

特
別
区
道
千
第
一
四
〇
号
は
、
壁

面
後
退
距
離
を
三
メ
ー
ト
ル
、
高
架

側
道
路
境
界
線
か
ら
十
一
メ
ー
ト
ル

と
す
る
。

㈣

駅
・
ま
ち
・
公
園
の
回
遊
性
を
高
め

る
歩
い
て
楽
し
い
歩
行
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
成

四

協
議
会
の
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
及

び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
都
市
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

辻
上

広
志

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
十
四
番
一
号

五

準
備
協
議
会
と
共

同
し
て
街
並
み
景

観
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
作
成
し
た
街
並

み
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
日
建
設
計

六

街
並
み
景
観
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
閲
覧

場
所

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
都
市
開
発
株
式
会
社

開
発
本
部
開
発
推
進
部
内
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指

定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
八

月
三
十
一
日

稲
城
市
大
字
東

長
沼
字
四
号
千

三
百
五
十
番
二

十
三
か
ら
同
番

二
十
六
ま
で

延
長

一
六
〇
・
八
七

幅
員

六
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
三
年
七
月
一
日
付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支

援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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三
年
九
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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（第17416号）東 京 都 公 報令和3年9月10日（金曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

登
録
番
号

第
七
十
二
号

二

生
産
事
業
者

㈠

氏
名

東
京
都
山
林
種
苗
緑
化
樹
生
産
組
合

事
務
局
長

奥
村

隆
士

㈡

住
所

東
京
都
西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
久
野
七
八

五
二

三

生
産
事
業
の
内
容

幼
苗
の
育
成
及
び
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育

成

四

事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地

東
京
都
山
林
種
苗
緑
化
樹
生
産
組
合

東
京
都
西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
久
野
七
八

五
二

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
一
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

港
湾

施
設

用
地

中
央
防

波
堤
内

側
地
区

二
七
三
、

〇
六
八
・

九
九
平
方

二
七
八
、

六
一
七
・

二
三
平
方

江
東
区
海
の

森
一
丁
目
、

海
の
森
二
丁

令
和
三

年
九
月

十
三
日

港
湾
施

設
用
地

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

目
及
び
海
の

森
三
丁
目

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
九
月
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

武
蔵
村
山
市
中
原
一
丁
目
二
十
三

番
一
及
び
同
番
二

東
大
和
市
桜
が
丘
四
丁
目
二
百

九
十
番
地
三

内
野
ハ
ウ
ジ
ン
グ
有
限
会
社

代
表
取
締
役

内
野

泰
由

羽
村
市
羽
加
美
三
丁
目
千
四
百
三

十
一
番
二
、
同
番
二
十
九
及
び
千

四
百
七
十
九
番
九

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
九
月
十
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
二
九

有
限
会
社

菅
原

俊
雄

西
東
京
市
東

令
和
三
年

一

ス
イ
ケ
ン

町
五
丁
目
六

番
二
十
八
号

八
月
二
十

五
日

一
〇
二
九

二

村
野
工
業

所

村
野

和
男

中
野
区
本
町

四
丁
目
三
十

二
番
三
号

同
日

一
〇
二
九

三

株
式
会
社

井
上
建
設

井
上

俊
行

神
奈
川
県
横

浜
市
瀬
谷
区

阿
久
和
西
四

丁
目
三
十
五

番
地
五

同
日

一
〇
二
九

四

株
式
会
社

テ
リ
ー
ス

田
中

諭

中
央
区
築
地

五
丁
目
三
番

三
号

同
日

一
〇
二
九

五

ア
キ
デ
ン

合
同
会
社

森

章

足
立
区
本
木

南
町
二
番
六

号
Ａ

同
日

一
〇
二
九

六

東
京
瓦
斯

株
式
会
社

内
田

高
史

港
区
海
岸
一

丁
目
五
番
二

十
号

同
日

一
〇
二
九

七

エ
ス
・
エ

ス
・
ケ
ー

関

純
一

新
宿
区
大
久

保
二
丁
目
五

番
五
号
一
階

同
日

一
〇
二
九

八

須
田
設
備

須
田

幸
正

立
川
市
羽
衣

町
二
丁
目
四

番
四
号
モ
ナ

ー
ク
キ
ャ
ッ

ス
ル
立
川
ス

カ
イ
ガ
ー
デ

ン
二
〇
六
号

同
日

一
〇
二
九

九

株
式
会
社

ア
イ
ル

増
田

純
一

埼
玉
県
越
谷

市
南
越
谷
四

丁
目
八
番
地

九
ザ
・
ウ
イ

ン
ベ
ル
新
越

谷
四
一
一
号

同
日

一
〇
三
〇

和
富
設
備

佐
々
木
和
秀

八
王
子
市
小

同
日
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〇

宮
町
千
五
十

五
番
地
鯉
坂

ハ
イ
ツ
一
〇

二
号

一
〇
三
〇

一

室
木
設
備

工
業

室
木

健
一

江
戸
川
区
南

篠
崎
町
三
丁

目
十
九
番
六

号

同
日

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

商
号
又
は
名
称
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

新
商
号
又

は
名
称

旧
商
号
又
は

名
称

事
業
所

所
在
地

令
和
三

年
七
月

二
十
六

日

五
六
一
四

株
式
会
社

原
岡
設
備

工
業

有
限
会
社
原

岡
設
備
工
業

杉
並
区
今
川

二
丁
目
三
番

十
一
号

二

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
三

年
七
月

十
二
日

四
一
〇
四

有
限
会
社

林
設
備
工

業
所

板
橋
区
成
増

二
丁
目
五
番

四
号

Ｌ
Ｕ

Ｃ
Ｅ
一
階

板
橋
区
赤
塚

八
丁
目
四
番

三
十
三
号

同
月
二

十
六
日

四
五
八
四

株
式
会
社

赤
塩
設
備

大
田
区
東
矢

口
三
丁
目
十

大
田
区
西
六

郷
三
丁
目
十

一
番
十
四
号

九
番
十
一
号

同
月
二

十
八
日

一
七
五
二

大
成
温
調

株
式
会
社

品
川
区
大
井

一
丁
目
四
十

九
番
十
号

品
川
区
大
井

一
丁
目
四
十

七
番
一
号

Ｎ
Ｔ
ビ
ル

三

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
三

年
七
月

十
三
日

〇
〇
九
六

株
式
会
社

サ
ン
プ
ラ

ン
ト

熊
谷

雅
和

鈴
木

秀
介

同
月
二

十
六
日

三
三
七
六

株
式
会
社

菱
華
テ
ッ

ク
東
京
支

店

藤
塚

英
明

向
原

通
隆

同
日

三
〇
九
一

横
田
設
備

工
業
株
式

会
社

横
田

健
二

横
田

彰
正

令
和
三

年
七
月

二
十
八

日

五
〇
九
〇

旭
シ
ン
ク

ロ
テ
ッ
ク

株
式
会
社

峯
田

雅
章

加
藤

満
信

同
月
三

十
日

五
〇
二
八

リ
ッ
ク
株

式
会
社

並
木

一
美

武
井

芳
隆

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
七
七
二

中
央
電
気

株
式
会
社

杉
山

英
祐

大
田
区
仲
六
郷
四
丁
目

二
十
三
番
八
号

五
七
七
三

具
志
堅
設

備

具
志
堅
勝
士

江
戸
川
区
中
葛
西
七
丁

目
六
番
十
七
号

五
七
七
四

東
新
エ
ン

ジ
ニ
ア
リ

ン
グ
株
式

会
社

新
井

英
介

杉
並
区
和
泉
四
丁
目
四

十
八
番
十
一
号

二

指
定
年
月
日

令
和
三
年
八
月
十
一
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


